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　社会の安全・安心への関心が高まる中、福岡県警
備業協会では、県民の皆様に警備業への理解と信頼
を深めることを目的として、11 月 1 日（月）午前
11 時から「警備の日」・「活躍 !! 女性警備員」広報
リーフレット、キャラクターハンカチ、ポケット
ティッシュ、「ニセ電話詐欺被害防止」広報リーフ
レット等をセットにし、JR 博多駅前広場にて 700
セット、小倉駅前ペデストリアンデッキにて 500
セット、合計 1,200 セットを配布致しました。
　当日は、公私ともにお忙しい中

　福岡労働局　職業安定部　職業安定課　２名
　福岡中央公共職業安定所  就職促進指導官　１名
　福岡県博多警察署　生活安全課長　他１名
　福岡県小倉北警察署　生活安全課防犯係　２名
にご来臨賜り、盛況のうちに終えることが出来まし
た。
　又、協会広報委員会を筆頭に加盟各社の従業員の
皆さん、警翔会の皆さん、あやめ会の皆さんを加え
た、博多駅前広場で 45 名、小倉駅前ペデストリア
ンデッキで 19 名の合計 64 名の参加となりました。

～警察・労働局とともに県民にアピール～～警察・労働局とともに県民にアピール～～警察・労働局とともに県民にアピール～～警察・労働局とともに県民にアピール～
「警備の日」 広報活動「警備の日」 広報活動「警備の日」 広報活動「警備の日」 広報活動

博多駅前広場

小倉駅前ペデストリアンデッキ
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　緊急事態宣言も解除となり、感染者数も落ち着い
てはいるもののコロナ禍での広報活動で、配布物を
受け取っていただけるか心配しておりましたが、配
布するにあたり全員、手袋とフェイスシールドを着

用して「警備の日」の説明を行いながら配布したと
ころ、興味を持って受け取っていただき、博多駅前
広場、小倉駅ペデストリアンデッキともに、事故等
も無く広報活動を終了致しました。

「警備の日」の由来
　警備の日は、社会の安全・安心への関心が高まる中、その役割がますます重要になっている警備業に対
する理解と信頼を高めることを目的として、一般社団法人全国警備業協会が制定した日で、平成27年に
一般社団法人日本記念日協会に認定されました。これは、昭和47年 11月 1日に警備業法が施行され
たことに由来します。

入里広報委員長 挨拶

博多駅前広場における配布状況

小倉駅前ペデストリアンデッキ
における配布状況

﨑山広報委員 挨拶
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　令和４年１月 14 日（金）、博多サンヒルズホテル
において経営者等研修会を開催しました。
　今回も昨年同様コロナ禍における開催となり、協
会会員 80 名の参加で、三密を避けソーシャルディ

スタンスを保ちながら短時間での開催となりまし
た。
　最初に折田会長挨拶の後、講師お二人による講演
が行われました。

　まず始めに、皆さん明けましておめでとう御座い
ます。本日は令和４年福岡県警備業協会経営者研修
会にご出席いただき誠にありがとうございます。ま
た、各会員の皆様には旧年中、協会の活動にご協力
頂き、警備業界の発展にご尽力頂いておりますこと
に、心から感謝申し上げます。
　さて、昨年を振り返りますと、一昨年から引き続
きコロナ感染症の影響を大きく受けた一年でありま
した。多くの業界で大変な打撃を受けていますが、
我々警備業界も大きな影響を受けております。
　福岡ではどんたく、山笠などほとんどのイベント
が一昨年に続き２年連続で中止になりました。昨年
年末にかけて第５波が収束しこのまま続いてくれれ
ばと期待していましたが、オミクロン株の影響で年
が明けてから全国的に大幅に感染者が増加しており
ます。

　一方このコロナへの対応の中で我々警備業は、い
わゆるエッセンシャルワーカーとしての役割が明ら
かになったと思います。警備業者にとってリモート
ワークなどというのは無縁であります。
　自らのリスクを背負いながら現場で活動する警備
員は、社会の安全・安心を守るセーフティーネット
として重要な役割を果たしているのであり、そのこ
とを世の中に強く訴えていかなければならないと痛
感しております。
　この様な状況の中で全国警備業協会において、一
昨年５月に「新型コロナウイルス感染症対策のガイ
ドライン」が策定され、昨年４月に改訂版が出され
ており、皆様にもお示ししておりますので、是非こ
れを参考にして警備員の感染防止を徹底して頂きた
いと思います。
　さて本年の福岡県警備業協会の活動について一言

経営者等研修会の開催経営者等研修会の開催

折田康徳会長挨拶折田康徳会長挨拶
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お話したいと思います。
　このコロナ感染症の影響下において一時的に人手
不足が緩和されているようにも見えますが、必ず近
い将来コロナ禍は収束するわけで、基本的には人手
不足問題は解消されておりません。コロナ禍の厳し
い環境の中で活動する警備員を確保していくために
は、今まで以上に給与水準の引上げ、労働環境の改
善、長時間労働の是正などの警備員の処遇改善を一
層進める必要があります。
　この点に関しては、全国警備業協会において「警
備業における適正取引推進等に向けた自主行動計
画」が平成 30 年に策定され、その後３回にわたり
改訂版が出されており、最新版は令和３年 10 月に
出されています。
　更に一昨年６月に全国警備業協会に基本問題諮問
委員会が設置され、一年間の検討を経て昨年、成長
戦略のためのアクションプランが策定されました。
詳細はお配りしております別紙をご覧いただきたい
と思います。中身は５つの項目に分かれています。

「外国人雇用」、「警備業法の見直し」、「災害時にお
ける警備業の役割の明確化」の３項目はこれからも
具体的な検討が継続されますのでその動向には注目
をして頂きたいと思います。
　特に警備業法につきましては今年が施行 50 周年
という節目の年であり、また前回の改正が平成 16
年と 17 年前である事から、近々改正されることに
なると思われます。
　皆さんに日常的な業務の中で是非実践して頂きた
いのは、「ICT・テクノロジー活用」と「経営基盤
の強化、単価引き上げ策」の項目です。

　「経営基盤の強化、単価引き上げ策」は、自主行
動計画から引き続いたテーマであり、人手不足対策
の基本をなす警備員の処遇改善に直結する課題で
す。また、「ICT・テクノロジー活用」のテーマで
は、菅政権が打ち出した DX 化の推進の一環とし
て、コンピューターやインターネット等による情報
技術や通信技術を活用し、警備手法の高度化や業務
の合理化を推進し、収益率を高めることを提唱して
います。
　本日はこのテーマについて、全国警備業協会労務
委員会副委員長の松尾さんに講演をお願いしまし
た。お忙しい中お引き受け頂き誠に有難うございま
す。実は松尾さんには平成 26 年にも同じテーマで
講演して頂いております。この問題は警備業界とし
て過去から現在までずっと続く永遠の問題といって
過言ではなく、繰り返し話を聞いて頂くことが大切
な事ですので是非参考にして頂ければと思います。
　本日のもう一つの講演は、県警本部生活保安課課
長補佐の野崎さんから「警備業当面の情勢につい
て」お話頂きます。野崎さんには日頃から警備業界
に対しご指導頂いておりますこと、また、本日ご講
演頂くことに対して感謝申し上げます。
　例年であれば講演終了後、賀詞交歓会を開催して
おりましたがコロナ禍の影響で、昨年に引き続き見
送らせて頂きました。ご了解いただきたいと思いま
す。
　結びと致しまして、コロナ感染症が一日も早く収
束することを心より願うとともに、協会会員各社の
今後ますますのご発展と、本日ご出席の皆様の本年
のご隆盛を御祈念申し上げ開会の挨拶と致します。
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１　県内の治安情勢について
⑴　刑法犯認知件数
　令和 3 年中における刑法犯認知件数は、26,340 件

（暫定数）で、ピーク時の約 16％（平成 14 年～
168,190 件）に当たり、19 年連続して減少している。
　しかしながら、都道府県別にみると全国平均が
12,088 件のところ、福岡県は 2 倍以上の発生で、全
国 8 番目と予断を許さない状況にあり、安全・安心
の確保に至ったとは言い難い状況にある。
⑵　福岡県警の 3大重点目標について
ア　暴力団の壊滅
　令和 3 年の構成員数は、800 人（前年との増減数
の比較－60 人・以下（　）内の±は前年との増減
数の比較を示す）で準構成員を含めた勢力数は 1,340
人（－190 人）、また、検挙人員については、127 人

（－25 人）となっている。
イ　飲酒運転の撲滅
　令和 3 年飲酒運転検挙件数 1,092 件（－269 件）
で、飲酒運転による交通事故発生件数は 94 件（－
17 件）といずれも減少している。
ウ　性犯罪の根絶
　令和 3 年中における性犯罪検挙件数 212 件（－7
件）で、性犯罪認知件数は 251 件（＋23 件）となっ
ている。
⑶　刑法犯認知件数の減少
　刑法犯認知件数の減少要因の一つは、防犯ボラン
ティア団体による自主防犯活動の活発化で、平成
15 年は 54 団体であったものが、令和 2 年には 2,029
団体に増加し、各団体が積極的な活動を行っている
ことが挙げられる。
　二つ目の要因は、防犯機器や防犯環境設計など
ハード面の対策が挙げられ、防犯カメラ（県内防犯
カメラ 3,603 台）の設置など防犯に配慮したまちづ

くりが効果をあげていると考えられる。

２　県内における警備業の現状について
⑴　事業者数【令和 3 年末】
　513 業者（＋15）、646 営業所（＋15 営業所）
⑵　警備員数【令和 2 年末】
　21,500 人（＋525 人）オリンピック、パラリン
ピックで増加したと思われる。
⑶　行政処分等の状況【令和 3 年中】

●　営業停止　1 件　　●　指示処分　5 件
●　その他指導等　93 件
⑷　行政処分の公表について
　認定取消し、営業停止命令等については、当該処
分が行われた日から起算して、3 年間県警ホーム
ページ上に公表されるので、処分等受けることがな
いようにお願いする。
⑸　警備員の非行事案【令和 3 年中】

○　業務中　2 件　　　○　業務外　26 件
⑹　令和 3年中の立入り状況

○　立入り実施件数　延べ 520 件
○　立入りや通報等に基づく処分　指示処分 5 件

福岡県警察本部生活安全部生活保安課　課長補佐　

　　野　崎　和　隆　氏

警備業当面の情勢について

～ 講 演 ～～ 講 演 ～
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３　生活安全産業への期待
　警備業は、各種警備業務において、国民に幅広く
生活安全サービスを提供しており、また、空港や原
子力発電所等の重要施設での警備業務も行うなど社
会的需要は増大している。
　今日、警備業に対する社会の期待は生活安全産業
として非常に高まっているとともに、今年は警備業

法施行から 50 年目の節目の年でもあるので、より
一層業務の適正化に努めていただきたい。
　警察にありましても、警備業が果たすこうした役
割に鑑み、警備業法に基づき、指導監督を行うなど
して、警備業務の実施の適正を図っていくこととし
ていますので、宜しくお願いする。

１�　「警備業における適正取引推進等に向けた自主
行動計画の改定」について

　全警協において、平成 30 年 3 月に警備業におけ
る適正取引推進等に向けた自主行動計画が策定さ
れ、毎年フォローアップ調査を実施し、その結果を
踏まえて令和 3 年 10 月に一部改定が行われた。
⑴�　適正料金から得られた原資の活用による好循
環について

　自主行動計画の適正料金、適正取引が車両の前輪
とすれば、その原資を得れば警備員の給与、処遇改
善に投資をしていく後輪へ牽引され、人手不足対策
や良質な警備業務の提供が可能となり好循環に繋
がっていくことから、この好循環がもたらす効果を
自主行動計画の目的に追加された。
⑵　感染症の流行や風水害等への対応
　平成 29 年、令和 2 年に福岡県で豪雨災害があり
ましたが、激甚災害が発生した場合、エッセンシャ
ルワーカーとして警備員が対応する際、警備員の安
全確保が重大な課題であることを追記するととも
に、「自然災害発生時における警備員の安全確保の
ためのガイドライン（仮称）」を作成し、運用の実
現を目指すことが取組事項に追記された。

⑶　取引条件等の改善に繋がった好事例の公開
　取引条件等の改善につながった好事例の紹介につ
いては、全警協のホームページ上で示されているの
で、その内容を改善策として参考にしていただきた
く、この取組事項が追記された。
⑷　見積関係書類記載例活用のさらなる推進
　見積関係書類記載例の解説や、基本書式記載例集
の契約前書面記載例など関係省庁の指導を受けなが
ら作成しており、実際、これらの活用により取引改
善の成果が現れていることから、積極活用の取組事
項が追記された。

一般社団法人全国警備業協会　労務委員会　副委員長　

（一般社団法人　岡山県警備業協会々長）　　松　尾　浩　三　氏

自主行動計画と警備料金の適正化等について

～ 講 演 ～～ 講 演 ～
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⑸　受注者から協議の申し出がしやすい環境整備
　令和 3 年 3 月に施行された下請中小企業法では、
発注者は受注者から協議の申し出がしやすい環境を
整備するとともに、協議に応じることが求められて
おり、受注者は協議に応じるよう発注者に求める取
組事項が追記された。
⑹　下請代金の受領手段について
　受け取る側の資金繰りの負担軽減や、ペーパーレ
ス化などにより、令和 8 年には約束手形が廃止され
るので、これに向けた取組が図られていかなければ
ならない。

２　警備料金の適正化等について
⑴　労務単価の変遷
　労務単価の動向において、平成 8 年は普通作業員
であったものが、平成 9 年には「警備員」として、
更に平成 19 年には「警備員Ａ」、「警備員Ｂ」と分
けて発表された。
　また、平成 24 年から平成 31 年まで政府が「働き
方改革」に向け、賃金アップの取り組みにより右肩
上がりで上昇。更に令和 2 年と令和 3 年は各県の努
力によって数字が上がった。
　福岡県は、警備員Ａ・Ｂともに労務単価は上がっ
ている一方で、全く上昇していない県もあり、これ
は福岡県が協会を上げて努力していることの成果が
数字として現れているわけで、今後も、「これを継
続し、そしてこれを還元していく」このスパイラル
が必要である。
⑵　交通警備員労務単価
　交通誘導警備員は、工事現場の出入口、道路の接
点、運行経路の中間点等に配置されるので、積上げ
に当たっては、運行経路、工事工程、交通状況等を
十分考慮されなければならない。
　なお、交通誘導警備員は、平成 27 年度まで共通

仮設費の安全費として計上されていたが、平成 28
年度の基準改定により直接工事費に計上することと
され、レベル 2「仮設工」、レベル 3「交通管理工」、
レベル 4「交通誘導警備員」として計上することと
なった。また、平成 30 年度からは、現場の実態に
即した積算とするため、交替要員が必要な工事にお
ける割増係数による積上げを廃止し、交替要員も含
めた必要な配置人数を必要日数計上することとなっ
ている。

３�　災害協定に基づく警備員の派遣について（岡山
県警備業協会）

　平成 30 年の西日本豪雨災害で、岡山県内では、
岡山市、倉敷市、総社市等で甚大な被害が発生し、
岡山県内において 56 人の犠牲者が出ました。また、
この災害では、総社市内において交通誘導警備に従
事していた弊社警備員 2 名も濁流に流され犠牲にな
りました。
　この時の警備員の派遣については、平成 9 年に岡
山県と岡山県警備業協会が締結した協定に基づいて
警備員を派遣したが、全国的にも前例がなく、多く
の課題をクリアしていかなければならなかった。
　具体的には、「現場の実査」、「要請書の受理」、

「災害を管轄する市町村との協議検討」、「警備料金」
など手探り状態であった。最終的に 7 月 21 日から
42 日間、物資の集積場所、避難場所等 5 ヶ所 7 業
務、延べ警備員数 739 人、延べ警備時間 9,803 時間
の派遣を行った。また警備料金については、公共工
事設計労務単価等を用いて、再三にわたり協議した
ほか、警備料金の請求、支払方法等についても問題
となった。なお、警備料金については、合計金額約
3,000 万円で時間単価約 3,061 円であった。
　最後に、今後の課題として現在、協定に基づく契
約等の書面化を検討中である。
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　要望書提出に当たっては、適正取引推進特別委員
会が各自治体の入札の現状を把握し、その分析を行
い、同委員会の開催を重ねながら、要望書をまとめ
あげた。
　また、会議と併せて、各自治体の担当者との意見
交換会（福岡県～６月 22 日、福岡市～６月 11 日、
北九州市～７月５日、久留米市～６月 25 日）を開
催し、各自治体に委員会メンバーが赴き、要望書の
内容について詰めを行っていった。この意見交換会
においては、警備業界の実態や入札における現状等
について、積極的な意見交換が行われるなど、有意
義な会議となり、特に、発注部署が多岐にわたるこ
とから、関係各部署への浸透が課題であることなど
もあげられた。

　なお、昨年度は、要望事項に関して、施設警備業
務と交通誘導警備業務に分けて項目を掲げ要望を
行ったが、本年度は令和４年度の入札に向けた警備
業務に関して下記６項目について要望を行った。

１　入札の実施時期について
２　複数年契約について
３　適正な予定価格の積算について
４　 最低制限価格の設定及び最低率の引上げにつ

いて
５　分離発注について
６　警備業法等を遵守した発注について

　この、要望書提出に際し各自治体とも、対応でき
るものについては早急に対応することや、関係部署
等との調整が必要なものについては順次対応してい
く旨の確約を得た。

福岡県　　令和３年 10 月 26 日

北九州市　令和３年 10 月 28 日

福岡市　　令和３年 10 月 19 日

久留米市　令和３年 12 月 13 日

各自治体へ令和４年度入札に向けた要望書を提出各自治体へ令和４年度入札に向けた要望書を提出各自治体へ令和４年度入札に向けた要望書を提出各自治体へ令和４年度入札に向けた要望書を提出

協会会長と適正取引推進特別委員会メンバーが
各自治体を訪問して令和４年度の入札に向けた要望書を提出

2022.2  NO.95

8



1　論文の部

タイトル
作者

会社名 氏名

最優秀賞 
「転倒事故災害防止に向けて」

トステム株式会社　北九州支社 澤村　明子　氏

優  秀  賞
「入社間もなくして考えたこと」

第一警備保障株式会社 上田　崇人　氏

優  良  賞
「労働災害を防止する上で必要なこと」

第一警備保障株式会社 上田　崇人　氏

　（一社）全国警備業協会が募集した、令和３年度
労働災害防止に関する応募作品については、論文５
点、ポスター７点、標語 131 点のご応募をいただき
ました。

　ご応募いただきました全作品について労務・広報
合同委員会において厳正に審査した結果、次のとお
り優秀作品を決定し、併せて全警協へ推薦しまし
た。

令和 3年度労働災害防止に関する
論文・ポスター・標語審査

論文・ポスター・標語の入賞者

審 査 状 況
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3　標語の部

標　　語
作者

会社名 氏名

最優秀賞
「慣れるな　省くな　気を抜くな　初心に戻ってゼロ災害」

ALSOK 福岡株式会社 阪口　祐子　氏

優  秀  賞
「ひろげよう　職場に人の和　無事故の輪」

九州ビル管理株式会社 中島　大地　氏

優  良  賞
「安全は　焦らず　無理せず　油断せず」

株式会社にしけい　有明支社 松尾　一哉　氏

2　ポスターの部

〈最優秀賞〉
株式会社にしけい　荒尾支社

大谷　博之　氏

〈優秀賞〉
株式会社にしけい　荒尾支社

大谷　博之　氏

〈優良賞〉
株式会社にしけい　荒尾支社

大谷　博之　氏

2022.2  NO.95
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　私が携わっている一号業務における労働災害被災

者件数で、最も多いものが「巡回中の転倒」で、そ

の次に多いものが「移動中の転倒」です。そして、

この二点の合計だけで、　一号業務における転倒事

故災害の占める割合は七割を超える状態です。

　私が一号業務に従事し始めてからの三年間で、私

も何度か転倒や転倒に至りそうな躓き等の経験があ

ります。研修中に、駐車場内の高さ二〇センチ程の

バリカーに気付かず足を引っ掛けそのままアスファ

ルト上に転倒した事がありました。仕事にまだ慣れ

ておらず必死だった時期の事でした。確認したい方

向だけに目を向けた状態で駆け寄ろうと走り出した

直後の出来事で、足もとのバリカーの存在に気付き

さえしていませんでした。幸い手のひらと膝の擦り

傷で済みましたが、もし転倒した先に何か落ちてい

たら、そこが平坦な場所でなかったら等考えると、

安易に走り出す事は大きな怪我に簡単に繋がる行動

だと怖くなりました。そして私の転倒の際に同行し

ていた先輩隊員が、後で同じようなバリカーのある

他の契約先をピックアップしてくれました。また、

普段は走らないように気を付けていても、必死な時

や夢中な時つい走り出してしまいそうになる私に、

都度「走らないように」と声かけしてくれたり、私

が慌てそうな対処の時には前もって「焦らなくてい

い」と言ってくれたりと未だに気配りの声かけを続

けてくれています。

　また、後輩隊員の研修中にコンクリートと同じ色

で塗装されている細い配管に後輩隊員が躓き転倒し

そうになった事がありました。

　その時、私は自分自身も以前同じ場所で同じ躓き

方をした事を思い出しました。巡回に慣れておら

ず、クレセント錠の施錠確認にばかり目を向けてい

たのです。自分自身も同じ経験をしていたのに、躓

いただけで終わっていたので職場内で注意喚起する

事もなくそのまま忘れていた事に同時に気が付きま

した。

　どちらも、慣れない時期ゆえの不安全な行動によ

るヒヤリハット事例で、厚生労働省の「経験年数の

少ない未熟練労働者は、作業に慣れておらず、危険

に対する感受性も低いため、労働災害発生率が高い

状況にある」という統計結果通りの行動を自分自身

もしていました。また、経験年数を積んでも、慣れ

や慢心からくる不注意で新たな設置物や放置物に気

付かず足を引っ掛けたり、他にも、加齢による感覚

の変化でいつも通り歩いていたはずなのに階段を踏

み外したり等、労働災害に繋がる不安全な行動はあ

らゆるところに根があります。私たちの職場では、

前述の先輩隊員のように、「足もとに気を付けて」

や「慌てるとこけるよ」等声をかけてもらう事がよ

くあります。私は、一生懸命になりすぎて視野が狭

トステム株式会社　　　　

澤　村　明　子

転倒事故災害防止に向けて

令和 3 年度「労働災害防止」論文の部　最優秀賞 
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くなっている事が時々ありますが、周りからの声か

けで視野を広く持てたり、周りに声をかける事で自

分自身も気を引き締め直すきっかけができていたり

という事がよくあります。このような声かけによっ

て未然に防げている事故が多数あると思います。ま

た、社会全体の労働災害事故防止への意識も高く基

本的な取り組みの定着率も高まってきている昨今、

その取り組みによって防げている事故も多数あると

考えます。特に、不安全な状態（モノ）や状況（管

理・環境）の部分は、取り組みによって年々危険予

知や受傷事故未然防止がしやすい体制が整ってきて

いると思います。しかし、不安全な行動（ヒト）の

部分においては、常に一人一人が気を付け続けなけ

れば危険予知が難しい側面があります。とは言え、

常に全てを自分自身で気を付け気が付いていく事に

はやはり限界があります。労働災害発生率の高い経

験年数の少ない時期を通り過ぎても、体調が優れな

い時期や何か悩みを抱えている時期等、仕事を続け

ていく上では注意力が欠けやすい時期が誰しも訪れ

ます。私は風邪のひき始めでまだ無自覚な時に、足

もとまで気が回らず何度も軽く躓いたり小さなミス

が続いたりした時、周りが先に気が付いて「風邪？

気を付けて」と声をかけてくれ、体調不良で足もと

まで気が回っていない自分に気が付き、気を引き締

めた事があります。このように、周りからの声かけ

で注意力が散漫な自分に気付き安全意識を高めた経

験は誰しもあるのではないでしょうか。

　気配りや声をかけ合う事、それは受傷事故の未然

防止に繋がり、また、忙しい毎日の中でも取り組み

やすい一番身近で効果の高い危険予知活動ではない

かと思います。　

　警備業の重要性や需要が益々高まりを見せる現代

社会において、生活安全産業に従事する私たちの安

全の上にお客様への安心・安全の提供が成り立って

いるという事を再度認識して、転倒事故災害防止に

これからも職場全体で取り組んでいきたいです。

2022.2  NO.95
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　私は現在の職場に勤め始めて、四か月目になりま
す。私の勤めている職場では、「ヘルメット原則着
用」、「車間距離を十分にとる」という当たり前のこ
とを当たり前にできるように日々の労働を徹底して
います。私もその「当たり前のこと」を基盤とし、
一日一日の労働に精を出しています。しかしなが
ら、私自身、脚立を立てた際にヘルメットを着用す
るのを忘れてしまい、「ヒヤリ」としてしまったこ
とがあります。幸い怪我はありませんでしたが、そ
の経験から労働災害を防ぐためにある二つの持論を
述べます。
　まず一つ目は、周りのコミュニケーションです。
人間は過ちを侵してしまう生き物だということは、
不変の真理です。ならばどうやって失敗をしないよ
うに出来るでしょうか。まずもって一人ではできま
せん。なぜならば、一人だと気づかないことも多々
あり、自分では正しいと思っていることでも、大衆
の目から見れば、正しくないと指摘されることもあ
るからです。そのため、職場全員が日頃からコミュ
ニケーションをとり、誰でも気兼ねなく、質問や協
力活動が出来る状況をつくっておくことが重要だと
考えます。さらにコミュニケーションをとるという
ことは、職場一人一人の悩みやストレスを打ち合っ
ていくことで、さらなる一体感やストレスの緩和に
つながり、労働災害の未然防止に貢献できると考え
ました。
　二つ目に、職場が終わる瞬間まで気を抜かないこ
とです。これは精神論になってしまう部分もありま
すが、かの兼好法師が著した「徒然草」には、以下

のような内容があります。木登り名人と呼ばれてい
る男が、弟子を高い木に登らせて小枝を切り落とし
ていました。名人は弟子が高いところにいるときは
何も言いませんでしたが、弟子がもう少しで地面に
届きそうなときに名人が「怪我をしないように気を
付けて降りてきなさい」と言いました。法師は「こ
の高さなら飛び降りても大丈夫だろう。なぜ今更そ
んなことを言うのか」と問うと、名人は答えまし
た。「そこが大切なのです。高い場所にいるときに
は、怖くて自分で気を付けるでしょう。だから何も
言わないのです。しかし、事故は安全な場所で気が
緩んだ時に起こるのです。」と、この名人が答えた
ように、職務一つ一つに力を入れて行うのは当然の
ことではありますが、その職務が終わり際に差し掛
かった時こそ、今まで以上に慎重になることが、労
働災害を防ぐ上で重要なことであると私は考えま
す。
　私はこのような二つの持論を述べましたがこれは
あくまでも私個人の意見に過ぎません。
　一人一人の意識の持ち方や気を付けるべきことは
人それぞれ違います。それを他人と共有しあい、さ
らに意見を深め合っていくことが求められます。労
働とは、社会に必要不可欠なものであります。それ
ゆえ、一人一人には労働分の対価が支払われること
が、当然の権利です。その対価の内容には、「労働
災害を引き起こさない、巻き込まれない」ことも含
まれていると私は考えます。労働をするもの全てが
対価をきちんと収受し、皆が笑って暮らせる安寧の
あらんことを願っています。

令和 3 年度「労働災害防止」論文の部　優秀賞

第一警備保障㈱　　　　

上　田　崇　人

入社間もなくして考えたこと
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広報委員
長の

広報委員
長の

お邪魔し
て

お邪魔し
て

～加盟企業＆NEW FACE 紹介～～加盟企業＆NEW FACE 紹介～チョッと、よかですか？チョッと、よかですか？
　今回のよかですか？は、日本で最初の警備会社さんと二代目女性社長の警備会社さん。
　NEW FACEでは、未来のエースのもとへチョッとお邪魔して来ました。

　私共、株式会社コア・セキュリティは平成 27 年に福岡の街で設立され、翌年に福岡県警備業協会に加盟させ
ていただきました。主要業務である交通誘導警備や雑踏警備のみならず、施設警備や保安警備とお客様方からの
ご愛顧をいただいております。
　弊社は福岡という街の成長・発展と共に歩んで参りましたので、今後も安心・安全なまちづくりを目指す皆様
と共に、感謝の気持ちを忘れずに一歩ずつ着実に歩みを進めていきたいと考えております。
　現在の警備業界が抱える慢性的な人手不足等、弊社のみが他人事でいられない問題は多々ありますが、何事に
も忍耐強く取り組む必要があると感じております。休日を満喫する事も中々できませんが、陶芸等の静かにうち
こめる自分の時間が持てるようになりたいと思っています。

株式会社コア・セキュリティ 加盟
企業

代表取締役　小野　久美子
〒811-1311
福岡市南区横手
　　　　　4丁目 7番 16-305 号
TEL 092-558-6143
FAX 092-558-6147
http://coa-security.com

　弊社は、昭和 37 年 3 月 23 日に日本貨物保全㈱として発足、その前身は昭和 20 年代中ごろ神戸港で船舶貨物
の保全警備に従事したことに端を発するもので、日本で最初に設立された専業警備会社です。

　全国組織ではありますが、アットホームな社風の為なのか長く在籍される方が多いのも特徴の一つです。
　社名の由来は、全日検の警備部門でしたが、のちに警備会社として設立、大日本警備保障㈱となったのちに、
わかりやすくするため、㈱大日警へと変更、現在に至っております。
　人材が居て成り立つ仕事ではありますが、社会情勢に乗じた展開を考えますと、AI・ITの進化と共に 10 年後、
20 年後を見据えた警備業を今、考えなければならないと思っています。
　「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」の言葉を肝に銘じ、プライドのみを優先して聞けない・学べないよう
では自身の見識を曇らせるばかりだと思い、年齢や肩書に捉われることなく学べるよう日々励んでおります。

株式会社 大日警 九州支店 加盟
企業

執行役員支店長　田中　順二
〒801-0841
北九州市門司区
　　　　　西海岸 1丁目 2番 1号
TEL 093-321-7641
FAX 093-332-4892
https://www.dainikkei.co.jp

※日本における警備業の起源であるとされている警備会社より実は弊社の方が３カ月早い !!!

2022.2  NO.95
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広報委員
長の

広報委員
長の

お邪魔し
て

お邪魔し
て

～加盟企業＆NEW FACE 紹介～～加盟企業＆NEW FACE 紹介～チョッと、よかですか？チョッと、よかですか？
　今回のよかですか？は、日本で最初の警備会社さんと二代目女性社長の警備会社さん。
　NEW FACEでは、未来のエースのもとへチョッとお邪魔して来ました。

　私共、株式会社コア・セキュリティは平成 27 年に福岡の街で設立され、翌年に福岡県警備業協会に加盟させ
ていただきました。主要業務である交通誘導警備や雑踏警備のみならず、施設警備や保安警備とお客様方からの
ご愛顧をいただいております。
　弊社は福岡という街の成長・発展と共に歩んで参りましたので、今後も安心・安全なまちづくりを目指す皆様
と共に、感謝の気持ちを忘れずに一歩ずつ着実に歩みを進めていきたいと考えております。
　現在の警備業界が抱える慢性的な人手不足等、弊社のみが他人事でいられない問題は多々ありますが、何事に
も忍耐強く取り組む必要があると感じております。休日を満喫する事も中々できませんが、陶芸等の静かにうち
こめる自分の時間が持てるようになりたいと思っています。

株式会社コア・セキュリティ 加盟
企業

代表取締役　小野　久美子
〒811-1311
福岡市南区横手
　　　　　4丁目 7番 16-305 号
TEL 092-558-6143
FAX 092-558-6147
http://coa-security.com

　弊社は、昭和 37 年 3 月 23 日に日本貨物保全㈱として発足、その前身は昭和 20 年代中ごろ神戸港で船舶貨物
の保全警備に従事したことに端を発するもので、日本で最初に設立された専業警備会社です。

　全国組織ではありますが、アットホームな社風の為なのか長く在籍される方が多いのも特徴の一つです。
　社名の由来は、全日検の警備部門でしたが、のちに警備会社として設立、大日本警備保障㈱となったのちに、
わかりやすくするため、㈱大日警へと変更、現在に至っております。
　人材が居て成り立つ仕事ではありますが、社会情勢に乗じた展開を考えますと、AI・ITの進化と共に 10 年後、
20 年後を見据えた警備業を今、考えなければならないと思っています。
　「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」の言葉を肝に銘じ、プライドのみを優先して聞けない・学べないよう
では自身の見識を曇らせるばかりだと思い、年齢や肩書に捉われることなく学べるよう日々励んでおります。

株式会社 大日警 九州支店 加盟
企業

執行役員支店長　田中　順二
〒801-0841
北九州市門司区
　　　　　西海岸 1丁目 2番 1号
TEL 093-321-7641
FAX 093-332-4892
https://www.dainikkei.co.jp

※日本における警備業の起源であるとされている警備会社より実は弊社の方が３カ月早い !!!

　／　末永 万奈さん (24)  勤続年数　7 ヶ月アイギスセキュリティ合同会社 NEW
FACE

　入社のきっかけはミニ合同会社説明会で警備の仕事というものが物珍しく、興味を惹かれ入社しました。
　警備会社で働く前までは、工事現場等で誘導に従事している方を警備員さんとは思わず、工事関係の人だと
思っていました。実際に警備に従事してみると、様々な場面で他者を支える仕事だと気づきました。
　資格については、施設警備業務 2級・雑踏警備業務 2級・交通誘導警備業務 2級を取得しました。現在では必
要とされる役割をより多く果たせるようになりたいという気持ちで日々の業務に励んでいます。
　警備の仕事は立ち仕事なので、疲れた足腰をお風呂で回復させる毎日なのですが、「ありがとう」と感謝やお
礼を言われる事も多い仕事です。もっともっと女性警備員さんが増えるよう期待しています。

★上司からのメッセージ★　　警備部部長　川上　サヨ子 氏
　「柔」と「剛」を持ち合わせ、時には男性警備員にも指示を出すが、控えめで協調性
もあり頼もしい隊員です。
　4月に入社以来誰からも信頼され、楽しそうに笑う姿が周りに安心感を与えます。辛
い時もあると推察しますが、継続して「知識と技術と経験」を研鑽し躍進することを
私達は全力で応援します。

株式会社コスモセキュリティ　／　田中 朔矢さん (21)  勤続年数　7 ヶ月 NEW
FACE

　仕事探しをしている頃に、特に希望する職種等もなく求人情報を比較していましたが、実際に自分が働くこと
を想像したときに周りから感謝される仕事につきたいと思い、警備の仕事に応募しました。
　以前は警備業に対して、だらしないというか雑な職場なのかなといったイメージを抱いていましたが、実際働
いてみると厳格な業務実施の中にも細やかな配慮等が求められる、しっかりとした職場でした。良い意味でイメー
ジを裏切られ、はじめての経験ばかりの中ではありますが、交通誘導警備業務２級検定も取得し遣り甲斐を感じ
る毎日を送っています。
　趣味としてパンを焼くのですが、無心で取り組んでいるとストレス解消になります。

★上司からのメッセージ★　　業務課長　永野　宏明 氏
　何事にも積極的に前向きに取り組む姿は、大変気持ち良く感じます。
　活躍の場を広げるため、これからは多くの経験を積み重ねていきましょう。
　楽しく働き・楽しく遊ぶ !
　充実した日々を過ごしてください。期待しています。
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広報委員長　　　
　and

　青年女性特別委
員長　　　の

チョッと、よかですか？
より道し

て

コラボ企画

～俺たち街の警備員！
　　　　＆
　活躍！女性警備員～

ヒーロー

中原　貴史さん（５０歳）
警備員

株式会社ユニティ
Q　経験年数は何年ですか？
２０年A

A

A

Q　趣味を教えて下さい！！
　サックス演奏で JAZZ オーケストラにも参加しています。A

Q　現場のやりがいや現場で大切にしていることは？
多種多様な現場での温度差とお客様等からの信頼信用を第一に考えてます。

Q　警備業の資格はお持ちですか？
交通誘導警備業務２級 を持っています。

総合システム管理株式会社

ビルマネジメント部　主任
猪股　健さん（５１歳）

Q　経験年数は何年ですか？・資格はお持ちですか？
A ５年
Q　現場のやりがいを教えて下さい。

　人や車両を案内・誘導している時に綺麗になっているとき
Q　警備業に携わる前後での変化はありましたか？
   　「大変」から「尊敬」に変わりました！！
Q　趣味をおしえて下さい。
       筋トレ（ベンチプレス１００Kg挙げます）

A

A

A
ゴル
フが
でき
ない

タイ
ガー
ウッ
ズ？

雑踏警備業務２級

株式会社にしけいセキュリティサービス　北九州営業所

安井　恵子さん（６１歳）
警備員

Q　経験年数は何年ですか？・資格はお持ちですか？
１６年　　　　　　　　　施設警備業務２級A

A 万引きGメンに興味があり応募しました。
Q　警備業界に入ったきっかけを教えて下さい。

Q　現場のやりがいや現場で大切にしていることは？
A お客様へ安心安全をご提供し、信頼を失わない
Q　趣味をおしえて下さい。
A 猫グッズを集める！（５～６年収集してます。）

太平ビルサービス株式会社　北九州支店

高津　かおりさん（４０歳）
警備員

Q　経験年数は何年ですか？

A 丁寧な対応と笑顔を心掛け「ありがとう」を頂いたとき
Q　現場のやりがいや現場で大切にしていることは？

３年７ヶ月A

Q　趣味をおしえて下さい。
A 「子育て」（２人の息子と接する時間が幸せです）

Q　今後の目標を教えて下さい。
A 初心を忘れず日々新たな気持ちで取組み続けたい

2022.2  NO.95
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　令和 3 年 12 月 9 日、西警察署生活安全課防犯係長 加藤 繁 警部補他 2 名
の担当官と協同で歳末特別警戒パトロールを実施。当日は、会員・賛助会員
総勢 26 名で姪浜駅から姪浜交番までの徒歩による巡回ルートと青色回転灯
装備車による青パトルートの 2 班に分かれ行いました。
①徒歩巡回ルート
　姪浜駅➡内浜小学校➡姪浜商店街➡姪浜交番
②青パトルート
　姪浜駅➡駅高架下 ( 小戸方面 ) ➡内浜小学校➡
姪浜小学校➡早良病院➡姪北小学校➡姪浜商店街
➡姪浜交番

　≪中央警備業防犯組合の活動について≫
　当組合は、平成 11 年４月に福岡県中央警察署生活安全課のご指導のもと、中央防犯協会の職域団体と
して発足致しました。
　地域の安全と安心な街づくりに努力する中、平成 21 年からスタートした青色防犯パトロール隊へ当組
合も登録し活動を実施しております。多い時では月間 26 名にてパトロール活動を実施し、街頭防犯、女
性や子どもが被害に遭う事件等の犯罪抑止に力を注ぎ、防犯意識の向上を目指してきました。
　この２年、コロナ禍において各社、テレワーク等の推進による勤務の制限がある中でも、可能な限り青
色防犯パトロール活動を実施し、今後も更に地域社会の平穏と安全確保に貢献する事を目的とし、犯罪の
抑止効果を発揮して行く所存です。

西警察署警備業防犯連絡会� 会長　入里　健二

中央警備業防犯組合� 組合長　奥村　雅弘

令和 3 年   中央警備業防犯組合青色防犯パトロール活動実施状況
実施年月 台数 実施回数 実施時間数 実施人員

令和３年１月 ５台 13回 16時間00分 14名
令和３年２月 ５台 14回 17時間30分 16名
令和３年３月 ５台 13回 15時間30分 15名
令和３年４月 ５台 12回 16時間00分 14名
令和３年５月 ５台 15回 20時間00分 21名
令和３年６月 ５台 15回 20時間00分 19名
令和３年７月 ５台 19回 29時間00分 26名
令和３年８月 ５台 16回 22時間00分 24名
令和３年９月 ５台 17回 23時間00分 25名
令和３年10月 ５台 18回 25時間00分 25名
令和３年11月 ５台 16回 21時間00分 22名
令和３年12月 ５台 18回 31時間00分 26名

―警備業防犯組合連絡協議会――警備業防犯組合連絡協議会――警備業防犯組合連絡協議会――警備業防犯組合連絡協議会―
～犯罪のない 安全・安心な社会をめざして～～犯罪のない 安全・安心な社会をめざして～～犯罪のない 安全・安心な社会をめざして～～犯罪のない 安全・安心な社会をめざして～

活動報
告

活動報
告

活動報
告

活動報
告
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 令和 3 年 11 月 29 日、福岡県を中心に活動しているタレン
トの中島 浩二 氏が一日博多警察署長を拝命し、博多駅前広
場にて「年末年始特別警戒活動出動式」が開催されました。
　当日は、特別ゲストとして数多くの賞を受賞された私立精
華女子高等学校吹奏楽部 3 年生 50 人の皆様による演奏に合
わせ出動式並びに防犯パレードが執り行われ、当組合からも
30 名の組合員が参加しました。

博多警備業防犯組合� 組合長　棚田　正憲

　令和３年 12 月２日、熊本県南関町の養鶏場にお
いて、高病原性鳥インフルエンザが発生したことに
伴い、福岡県農林水産部畜産課から口蹄疫等防疫支
援に関する協定書に基づき、搬出制限区域における
緊急支援業務の要請がなされた。要請内容について
は、消毒ポイントの運営に係る警備業務で「対象車
両の消毒場所への誘導」及び「全車両を対象とする
場合は車両に対し最徐行を即す」等の内容で、ポイ

ント箇所は１か所であった。この要請内容に基づ
き、事前登録されている協力会社に要請を打診した
ところ、（株）にしけいに対応していただき、12 月
３日から同月 23 日までの 21 日間、福岡県みやま市
において緊急支援警備業務が実施され、事故等無く
警備は完了した。
　また、今回の緊急支援業務に対しても、協定の実
効性を高めるために補助金が交付された。

高病原性鳥インフルエンザ発生に伴う
警備業務の実施について

高病原性鳥インフルエンザ発生に伴う
警備業務の実施について

【ポイント警戒状況】【ポイント警戒状況】

2022.2  NO.95
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指導だより指導だより

　令和３年末の福岡県下の警備業の概況を取りまとめましたのでご紹介します。
１　概況

⑴　警備業者数、営業所数、警備員数ともに増加傾向
⑵ 　令和３年末現在、警備業者数 513 業者、営業所数 646 所、警備員数 21,500 人（R2 年末）

２　警備業者数
業者数 営業所数 営業所の取扱う業務区分

4 条業者 421 518
1 号業務 484（26）
2 号業務 408

9 条業者  92 128
3 号業務  37
4 号業務  50

合計 513 646 合計 979
※業務区分欄中、1 号業務の（　）内は、県内設置基地局数
※業者数（前年差＋ 15・以下（　）内の±は前年との差を示す）、営業所数（＋15）。
※取扱う業務区分が 1 号業務（＋2）、2 号業務（＋1）、3 号業務（－1）、4 号業務（±0）
※ 9 条業者数には、9 条後段業者は含まれていない。

３　県内の警備員数（現在、調査集計段階であり令和２年末を登載）
30 歳未満 30 ～ 39 歳 40 ～ 49 歳 50 ～ 59 歳 60 ～ 64 歳 65 ～ 69 歳 70 歳以上 合　計

男性 1,662 1,903 3,132 3,261 2,697 3,550 3,873 20,078
女性 451 183 234 259 131 98 66 1,422
合計 2,113 2,086 3,366 3,520 2,828 3,648 3,939 21,500

※令和元年末と比較し、525 人増加
※ 4 条業者警備員数 16,486 人（＋653）、9 条業者警備員数 5,014 人（－128）

４　警備員指導教育責任者等の交付状況
⑴　令和３年中の警備員指導教育責任資格者証等の交付状況

1 号業務 2 号業務 3 号業務 4 号業務 機械警備 合計
交付数 98 80 16 15 7 216
※　資格者証及び管理者証の交付数を計上（複数取得もある）

⑵　警備員指導教育責任者資格者証等の交付状況（累計）
1 号業務 2 号業務 3 号業務 4 号業務 機械警備 合　計

総　　数 3,084 1,846 541 506 1,304 7,281
うち女性 100 79 10 20 9 218
うち外国人 3 7 0 1 0 11

※　資格者証及び管理者証の総交付数を計上

⑶　令和 3 年中の各種検定合格証明書の交付状況
空港 1 級 空港 2 級 施設 1 級 施設 2 級 交通 1 級 交通 2 級

交付数 21 49 2 87 1 179
雑踏 1 級 雑踏 2 級 貴重品 1 級 貴重品 2 級 核 1 級 核 2 級

交付数 2 57 0 21 0 0
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⑷　各種検定合格証明書の交付状況（累計）
空　港 施　設 雑　踏 交　通 核燃料 貴重品 合計

1　級   573   342   211   241 0   371  1,738
2　級 1,112 2,563 1,373 4,052 2 1,275 10,377
合　計 1,685 2,905 1,584 4,293 2 1,646 12,115

５　直接検定と警備員指導教育責任者講習等の実施状況
⑴　直接検定（令和 3 年 1 月～ 12 月）

区　分 施設 1 級 施設 2 級 雑踏 1 級 雑踏 2 級 交通 1 級
回　数 1 1 1 1 1
受験者 1 8 5 12 0
合格者 1 3 3 7 ―
合格率 100％ 37.5％ 60％ 58.3％ ―

区分 交通 2 級 貴重品 1 級 貴重品 2 級 （空港・核）1，2 級 総　計
回数 6 1 1 各 1 17

受験者 87 0 1 0 114
合格者 21 ― 0 ― 35
合格率 24.1％ ― 0％ ― 30.7％

※　平均合格率増（R2 年：28.9％）
※　受験者数増　（R2 年：76 人）

⑵　警備員指導教育責任者講習等（令和 3 年 1 月～ 12 月）
講　習　種　別 区　分 回　数 受講者 合格者 合格率

新規取得講習

1 号 3 75 70 93.3％
2 号 2 60 58 96.7％
3 号 1 8 8 100％
4 号 1 0 0 ―

追加取得講習

1 号 2 12 12 100％
2 号 2 10 10 100％
3 号 1 0 0 ―
4 号 1 5 5 100％

機械警備管理者講習 1 7 6 85.7％
総　　　計 14 177 169 95.5％

※　平均合格率微減－0.3％（R2 年：95.8％）
※　受講者数増　　＋58 人（R2 年：119 人）

６　令和４年度各種講習及び検定の実施予定（計画）
⑴　警備員指導教育責任者講習

新規取得 追加取得 現任責任者 機械管理者
1 号 3 回 21 日 3 回 12 日 3 回 3 日

1 回 3 日
2 号 2 回 12 日 2 回  6 日 3 回 3 日
3 号 1 回  6 日 1 回  3 日 1 回 1 日
4 号 1 回  6 日 1 回  2 日 ―
計 7 回 45 日 7 回 23 日 7 回 7 日 1 回 3 日

2022.2  NO.95
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⑵　直接検定
種別 空港保安 施　設 雑　踏 交通誘導 貴重品運搬 核燃運搬 合計
級別 1 級 2 級 1 級 2 級 1 級 2 級 1 級 2 級 1 級 2 級 1 級 2 級 ―
回数 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 19

※　総検定回数の他に別途検定審査 1 回
※　警察庁通達に基づき、全種別最低 1 回は実施
※　交通誘導 2 級については、受講希望者が多数見込まれるため、昨年同様他の検定より多めに実施

７　令和３年中の業者指導等
⑴　行政処分等

事件送致 認定取消し 資格返納 営業停止 指示処分 指導書 その他の指導 合　計
1 0 0 1 5 0 93 100

ア　事件処理の内容
　　免状不実記載未遂事件　１件
　　 （公安委員会に内容虚偽の警備業務従事証明書を提出し、会社ぐるみで資格者証を不正に習得

しようとしたもの。）
イ　営業停止の内容
　　警備員名簿等不整備、虚偽報告　１件
ウ　指示処分の内容

種　　　別 件　数
警備員名簿等不整備 ２
配置義務違反（交通誘導） １
警備業務に関し他法令違反 １
基地局備付書類不整備、変更届出義務違反 １

エ　その他の指導の内容（複数計上）
　口頭指導や改善報告等を文書で提出させるなどして指導した件数

種　　別 件　数
警備員名簿等不整備 87
契約書面交付（不備）違反 3
教育義務違反 1
指導監督義務違反 1
指導教育責任者不選任 1

⑵　警備員の非行事案等
業務中 業務外 その他 合計

2 25 2 29
ア　業務中の非行事案（2 件）

　〇　酒酔い運転　1 件
　〇　福岡県迷惑行為防止条例違反　1 件

イ　業務外の非行事案（29 件）
種　　　　　別 件　数

暴行（DV） ３
窃盗 ４
強制わいせつ １
公然わいせつ １
器物損壊 １
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福岡県警警備業係からのお知らせ

　福岡県公安委員会では、令和４年度に実施する各種講習・検定等に係る受付期間等
の変更を予定しています。詳細は、対象の講習又は検定等に係る福岡県公報（福岡県
警察ホームページ）をご確認ください。

※ 警察庁Web サイトを開き、「警察行政手続サイトを開く」→「警備業法関係」（警備業の廃止、服装・護身用具の
　 届出及び変更届出）

～警察行政手続サイトの活用～～警察行政手続サイトの活用～～警察行政手続サイトの活用～～警察行政手続サイトの活用～

～各種講習・検定等に関して～～各種講習・検定等に関して～～各種講習・検定等に関して～～各種講習・検定等に関して～

「民法改正（成年年齢の引き下げ）」が令和４年４月１日から、成年年齢は 18 歳になります。
　法律の要点
　　１　成年年齢の引き下げ（民法第４条）
　　　①　一人で有効な契約をすることができる年齢
　　　②　親権に服することがなくなる年齢
　　　　　※　「成年」と規定する他の法律も 18 歳に変更
　　２　女性の婚姻開始年齢の引き上げ（民法第 731 条）
　　　　　※　婚姻開始年齢は男女とも 18 歳に統一
　　３　その他
　　　　酒、たばこ、公営ギャンブルの年齢制限は 20 歳のまま維持
　　４　消費者トラブルに巻き込まれた場合や困ったときは
　　　　　〇　消費者ホットライン　「１８８」
　　　　　〇　日本司法支援センター（法テラス）
　　　　　　　０５７０－０７８３７４（おなやみなしの語呂）通話料発生
　　　　　　　【平日】午前９時から午後９時まで　【土曜日】　午前９時から午後５時まで
　　　　　　　　メールによる問い合わせは法テラスホームページで 24 時間受付

トピックス

公職選挙法違反 １
大麻取締法違反 １
軽犯罪法違反 ２
福岡県迷惑行為防止条例違反 ３
廃棄物処理法違反 １
道路交通法違反 ７
その他（泥酔保護、もめごと） ２
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福岡県警警備業係からのお知らせ

　福岡県公安委員会では、令和４年度に実施する各種講習・検定等に係る受付期間等
の変更を予定しています。詳細は、対象の講習又は検定等に係る福岡県公報（福岡県
警察ホームページ）をご確認ください。

※ 警察庁Web サイトを開き、「警察行政手続サイトを開く」→「警備業法関係」（警備業の廃止、服装・護身用具の
　 届出及び変更届出）

～警察行政手続サイトの活用～～警察行政手続サイトの活用～～警察行政手続サイトの活用～～警察行政手続サイトの活用～

～各種講習・検定等に関して～～各種講習・検定等に関して～～各種講習・検定等に関して～～各種講習・検定等に関して～

「民法改正（成年年齢の引き下げ）」が令和４年４月１日から、成年年齢は 18 歳になります。
　法律の要点
　　１　成年年齢の引き下げ（民法第４条）
　　　①　一人で有効な契約をすることができる年齢
　　　②　親権に服することがなくなる年齢
　　　　　※　「成年」と規定する他の法律も 18 歳に変更
　　２　女性の婚姻開始年齢の引き上げ（民法第 731 条）
　　　　　※　婚姻開始年齢は男女とも 18 歳に統一
　　３　その他
　　　　酒、たばこ、公営ギャンブルの年齢制限は 20 歳のまま維持
　　４　消費者トラブルに巻き込まれた場合や困ったときは
　　　　　〇　消費者ホットライン　「１８８」
　　　　　〇　日本司法支援センター（法テラス）
　　　　　　　０５７０－０７８３７４（おなやみなしの語呂）通話料発生
　　　　　　　【平日】午前９時から午後９時まで　【土曜日】　午前９時から午後５時まで
　　　　　　　　メールによる問い合わせは法テラスホームページで 24 時間受付

トピックス
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　令和３年 10 月 26 日、警備業協会三役（会長、副
会長、専務理事）が、福岡県庁を訪問。
　藏内県議、野原県議の陪席の下、服部誠太郎福岡
県知事への表敬を行った。冒頭、折田会長から知事
就任へのお祝いが述べられた後、深刻な人手不足を
はじめとした警備業界の現状や問題点の説明が行わ
れた。また、大規模な災害発生時における交通誘導
等に関する福岡県との協定に触れ、近年、頻発する
災害発生時における警備業務への対応が重要性を増
していることが伝えられ、最後に、警備員の雇用、

環境問題など今後の警備業界への支援依頼が行われ
た。
　服部知事からは、イベント警備や交通誘導等警備
など厳しい勤務でありながら高齢化していること
や、人手不足の現状を踏まえ、警備の重要性もます
ます高まる中、警察だけでは補えないものもあるこ
とから、各種課題もあると思われるが、今後とも県
民の安全安心にご協力をお願いしたいとの連携強化
の言葉があった。

　令和３年 11 月６日（土）福岡市役所西側ふれあ
い広場において、防災・交通安全・防犯について

「見て！学んで！体験できる！」令和３年度福岡市
防災フェアが開催された。これに伴い、市庁舎内に
おいて、令和３年 11 月２日（火）から同月６日

（土）の間、パネル展示が行われ、当協会からこの
パネル展示に参加した。
　期間中、警備業務に関するパネルを展示するとと
もに、広報用リーフレット、ハンカチ、チラシの配
布を行い、警備業の活動紹介等広報活動を行った。

福岡県知事への表敬訪問福岡県知事への表敬訪問

暴力追放県民大会への参加暴力追放県民大会への参加

万引防止キャンペーンへの参加万引防止キャンペーンへの参加

福岡市防災フェアへの参加福岡市防災フェアへの参加

福岡県知事への表敬訪問福岡県知事への表敬訪問

暴力追放県民大会への参加暴力追放県民大会への参加

万引防止キャンペーンへの参加万引防止キャンペーンへの参加

福岡市防災フェアへの参加福岡市防災フェアへの参加

2022.2  NO.95
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　官民一体となり、暴力団排除の機運を高める「第
30 回暴力追放県民大会」が、令和３年 11 月 11 日福
岡市東区の「なみきスクエア」で開催された。
　今回、コロナ禍における縮小開催となったため、当
警備業協会からは棚田副会長が代表して参加した。
　今年８月に、福岡地裁で特定危険指定暴力団工藤
会のトップに死刑判決が出たことなどから、暴追の
大きな転換期ととらえ、約 200 人の参加者は、「暴

力団のない福岡」の実現に向けて決意を新たにした。
　服部誠太郎知事は、県が進めている暴力団員の離
脱就労支援などの効果もあり暴力団の勢力が縮小し
ていることを説明。
　今後も県警や事業者、県民と一体となり確固たる
決意をもって、安全安心な暮らしを守ると述べた。
また、福岡県警野村護本部長は、暴力団壊滅に向け
て諸対策を強力に推進していくと強調した。

　令和 3 年 11 月 17 日、博多駅前において福岡県万
引防止連絡協議会会員として、協会専務理事と同総
務部長が万引防止啓発活動に参加した。
　当日は、県警音楽隊の安全安心コンサートの開催

に併せて、県警と協働して万引防止啓発用品（チラ
シ・ウエットティッシュ）の配付を行い、県民に万
引防止を呼びかけた。

福岡県知事への表敬訪問福岡県知事への表敬訪問

暴力追放県民大会への参加暴力追放県民大会への参加

万引防止キャンペーンへの参加万引防止キャンペーンへの参加

福岡市防災フェアへの参加福岡市防災フェアへの参加

福岡県知事への表敬訪問福岡県知事への表敬訪問

暴力追放県民大会への参加暴力追放県民大会への参加

万引防止キャンペーンへの参加万引防止キャンペーンへの参加

福岡市防災フェアへの参加福岡市防災フェアへの参加
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特別講習(雑踏警備業務２級検定)合格者
（令和 3年 10月 9日～ 10日実施＝順不同・敬称略）

氏　　　名

幸　松　達　也 藤　本　直　行
池　田　崇　浩 横　山　賢　蔵
西　﨑　栄　作 柴　山　拓　也
葛　島　哲　治 藤　波　　　収
成　沢　佑　太 黒　木　粒　二
柿　原　　　翼 堀　　　健　次
伊　藤　　　甫 藤　原　優　翔
行　宗　良　介 山　中　俊　文
濱　本　伸　之 浦　本　光　司
花　井　信　二 吉　川　　　綾
加　来　恭　孝

（21名）※掲載を希望しない方… 5 名
区　分 受験者 合格者 合格率

本講習 29名 26名 89.7％
再考査   1 名   0 名   0.0％
計 30名 26名 86.7％

特別講習(施設警備業務２級検定)合格者
（令和 3年 11月 13日～ 14日実施＝順不同・敬称略）

氏　　　名

辻　　　陸　斗 片　山　和　貴
窪　山　　　一 坂　本　清　治
重　住　　　昇 手　嶋　　　豊
池　上　勝　也 田　﨑　辰　庸
千　綿　博　之 古　井　英　樹
山　下　智　樹 藤　原　優　翔
山　下　創　史 江　口　功　二
越　智　卓　郎 庄　司　康　夫
松　本　卓　也 宮　原　　　瑠
高　橋　克　久 岡　﨑　幸　司
栁　　　英　二

（21名）※掲載を希望しない方… 6 名
区　分 受験者 合格者 合格率

本講習 38名 26名 68.4％
再考査   4 名   1 名 25.0％
計 42名 27名 64.3％

特別講習(交通誘導警備業務２級検定)合格者
（令和 3年 10月 30日～ 31日実施＝順不同・敬称略）

氏　　　名

植　木　　　伶 四ケ所　淳　哉
大　渕　文　生 川　畑　大　樹
安　樂　星　矢 中　武　翔　哉
中　野　慧　人 松　本　尚　也
竹　田　好　規 磯　田　昌　志
山　本　真　輔 成　田　和　美
西　田　慎一郎 松　村　慎之介
山　下　光　一 岩　切　利　晃
遠　入　聖　一 中　﨑　敏　治
田　中　朔　矢 末　永　万　奈
手　島　英　俊 赤　瀬　智　彩
正　田　尚　義 雨　森　真　澄
堀　川　剛　克

（25名）※掲載を希望しない方… 6 名
区　分 受験者 合格者 合格率

本講習 39名 31名 79.5％
再考査   5 名   0 名   0.0％
計 44名 31名 70.5％

特別講習(交通誘導警備業務２級検定)合格者
（令和 3年 11月 27日～ 28日実施＝順不同・敬称略）

氏　　　名

松　下　泰　正 北　川　　　彰
宮　本　真　司 池　内　直　人
仁田野　公　彦 安　田　勇　寿
野　田　　　悟 深　町　昌　広
玉　井　　　滋 吉　本　　　良
森　　　　　誠 上　杉　拓　海
橋　元　竜　成 斎　藤　孝　子
吉　田　真　陽 吉　川　　　綾
千々和　雄　一 山　本　　　誠
福　原　智　史 坂　丸　信　一

（20名）※掲載を希望しない方… 1 名
区　分 受験者 合格者 合格率

本講習 38名 19名 50.0％
再考査   4 名   2 名 50.0％
計 42名 21名 50.0％

通常の大きさ↓
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理事会コーナー（令和３年 10 月～令和４年１月）

委員会コーナー（令和３年 10 月～令和４年１月）
令和３年度第２回広報委員会
〇　令和３年 10 月８日（金）　午後３時 30 分
○　協会警備員教育研修センター
○　入里委員長以下７人出席
○　議題
　　セキュリティ福岡№ 94 の発刊について

令和３年度第２回教育委員会
〇　令和３年 10 月 30 日（土）　午後１時 30 分
○　ＪＡ福岡教育センター
○　柴田委員長以下７人出席
○　議題
　⑴　特別講習における補助講師の運用規定について
　⑵　事前講習実施簿の取扱いについて
　⑶　検定所有率による企業評価制度（仮称）について
　　
令和３年度第５回青年女性特別委員会女性部会
〇　令和３年 11 月 18 日（木）　午後１時 30 分
○　㈱にしけい会議室
○　入里部会長以下５人出席
○　議題
　⑴　女性部会活動報告について
　⑵　今後の取組みについて

令和３年度第１回労務、広報合同委員会
〇　令和３年 12 月 14 日（火）　午後３時 00 分
○　協会警備員教育研修センター　　
○　小代労務委員長、入里広報委員長以下 15 人出席
○　議題
　　 令和３年度労働災害防止に関する論文・ポスター・

標語の審査

令和３年度第６回青年女性特別委員会女性部会
〇　令和３年 12 月 15 日（水）　午後１時 30 分
○　オンライン会議　　
○　入里部会長以下７人出席
○　議題
　　令和４年度の事業計画（案）について

令和３年度第３回理事会
〇　令和３年 10 月 12 日（火）　午後２時 00 分
○　博多サンヒルズホテル　　
○　会長及び理事 14 名出席
○　議案審議
　　第１号議案　講演会の開催について
　　第２号議案　会員の入会について
○　報告事項
　　全警協総務委員会結果報告について
　
令和３年度第４回理事会
〇　令和３年 12 月８日（水）　午後３時 30 分
○　博多サンヒルズホテル　　
○　会長及び理事 15 名出席
○　議案審議
　　第１号議案　経営者等研修会の開催について
　　第２号議案　会員の入会について
○　報告事項
　⑴　全警協理事会の結果報告について
　⑵　委員会活動報告について

※ 　委員会活動報告において、教育委員会から、「一般
社団法人福岡県警備業協会警備員教育講師規程」の一
部改正に関する審議の申し出がなされ、審議に付され
た結果、全会一致で補助講師（同規程第６条の２）の
追加が承認された。

規程改正内容

（下線部を追加）

一般社団法人福岡県警備業協会
警備員教育講師規程

（主任講師）
第６条 　会長は講師を委嘱した者の中

から識見・講師実績等を勘案し
て主任講師を委嘱することがで
きる。

　【補助講師】
第６ 条の２　本規定に定める講師の候

補として補助講師をおくことがで
きる。

　　 補助講師は、主任講師の求めに応
じ講師の補助を行うものとする。

27



全警協・九警協情報（令和３年 10 月～令和４年１月）

【全警協関係】
会議等名 日　時 場　所 議　　　題 本県協会関係出席者

第 2 回
総務委員会

R3.10.7
京王

プラザ
ホテル

〈議題事項〉
○　諮問委員会答申における短期的な課題について
○　「研修センターふじの」の今後の進め方等について
○　令和 3 年度第 3 回理事会に諮るべき案件について

会長　折田　康徳

第 3 回
理事会

R3.10.7
京王

プラザ
ホテル

〈決議事項〉
○　「警備業における適正取引推進等に向けた自主行動」の一部改訂（案）
○　警備業者賠償責任保険団体制度の導入（案）

〈報告事項〉
○ 　基本問題諮問委員会（成長戦略を検討する委員会）アクションプラ

ン（案）の進め方
○　全警協 e ラーニング導入の進め方
○　関係省庁等に対する予算編成に当たっての要望書の提出
○　 「警備業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」の

一部改訂
○　 厚生労働省から受託した就職氷河期世代の方向けの短期資格等習得

コース事業の実施状況
○　 東京 2020 オリンピック ･ パラリンピック競技大会に係る警備員教

育に使用した PC の配布
○　令和 3 年度「警備の日」全国大会等
○　東京 2020 オリンピック ･ パラリンピック競技大会警備の終了

会長　折田　康徳

「警備の日」
全国大会

R3.11.4
京王

プラザ
ホテル

○　中山会長挨拶
○　来賓挨拶
○　表彰式
　・ 人名救助・初期消火・容疑者の確保等の顕著な功労があった模範と

なる警備員に対する表彰
○　記念講演
　　「東京 2020 オリンピック ･ パラリンピック競技大会を振り返って」
　　元（公財）東京オリンピック ･ パラリンピック競技大会組織委員会
　　　　　　　　　　チーフ ･ セキュリティ ･ オフィサー 米村 敏朗 氏

専務理事　谷　正人

第 3 回
総務委員会

R3.12.2
京王

プラザ
ホテル

〈議題事項〉
○　令和 3 年度第 4 回理事会に諮るべき案件について
○　「研修センターふじの」検討項目への対応状況について

会長　折田　康徳

第 4 回
理事会

R3.12.2
京王

プラザ
ホテル

〈報告事項〉
○　 基本問題諮問委員会（成長戦略を検討する委員会）アクションプラ

ンの検討状況
○　全警協 e ラーニング導入の進歩状況
○　警備業者賠償責任保険団体制度導入の進歩状況
○　 「建築保全業務共通仕様書及び同積算基準・積算要領」改定に向けて

の全警協の対応
○　「全警協創立 50 周年記念式典」の開催（案）
○　令和 3 年度「警備の日」全国大会の開催結果等

会長　折田　康徳

第 1 回
ICT 作業部会

R4.1.25
全警協
会議室

○　 基本問題諮問委員会（成長戦略を検討する委員会）アクションプラ
ン

青年女性特別委員会
　委員長　森田　沙耶
（Web で参加）

【九警協関係】
会議等名 日　時 場　所 議　　　題 本県協会関係出席者

令和 3 年度
理事会

R3.11.11
宮崎観光
ホテル

○　当面の諸問題について
　　アクションプランへの今後の対応について

会長　折田　康徳
専務理事　谷　正人
総務部長　江渕　眞一郎

2022.2  NO.95
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令和 4 年 2 月 1 日現在
加盟会員数　299 社

入　　　会

※令和 3 年 10 月 1 日

　●　㈱建興

　　　代表者：森田　貴光

　　　所在地：〒 810-0042

　　　　　　　福岡市中央区赤坂 1-12-15

　　　ＴＥＬ：092-712-2322

　　　ＦＡＸ：092-712-2535

※令和 3 年 11 月 1 日

　●　ゆたかセキュリティ㈱

　　　代表者：武田　竜志

　　　所在地：〒 813-0036

　　　　　　　福岡市東区若宮 5-12-11-102

　　　ＴＥＬ：092-692-1510

　　　ＦＡＸ：092-692-1705

※令和 3 年 12 月 1 日

　●　㈱警福

　　　代表者：磯部　雅文

　　　所在地：〒 814-0143

　　　　　　　福岡市城南区南片江

　　　　　　　6-5-15-101

　　　ＴＥＬ：092-836-8231

　　　ＦＡＸ：092-836-8233

代表者の変更

　●　サンエス警備システム㈱

　　旧　櫨山　美奈枝  

　　新　廣松　雄一

　●　㈱コアズ 九州事業本部

　　旧　近藤　光正  

　　新　岡部　満雄

※令和 4 年 1 月 1 日

　●　㈱トラストガード

　　　代表者：近藤　未知

　　　所在地：〒 802-0077

　　　　　　　北九州市小倉北区馬借 1-8-25

　　　ＴＥＬ：093-541-5520

　　　ＦＡＸ：093-541-5521

※令和 4 年 1 月 1 日

　●　㈱優希

　　　代表者：宮本　隆

　　　所在地：〒 803-0851

　　　　　　　北九州市小倉北区木町 1-5-18

　　　ＴＥＬ：093-583-7716

　　　ＦＡＸ：093-561-1616

※令和 4 年 2 月 1 日

　●　Ｊ - Ｐｒｉｍｅ㈱

　　　代表者：大河　啓二

　　　所在地：〒 811-1344

　　　　　　　福岡市南区三宅 3-28-26

　　　ＴＥＬ：092-710-1107

　　　ＦＡＸ：092-710-1108
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　●　㈱ライフ警備保障

　　旧　菅本　静雄  

　　新　占部　祥男

　●　㈱スリーエス九州事業本部

　　旧　松尾　朝行  

　　新　牧野　生也

会社名、代表者の変更

　●　㈱ＪＲ西日本中国メンテック 福岡支店

　　旧　㈱ＪＲ西日本福岡メンテック

　　　　代表者：藤井　佳寛  

　　新　㈱ＪＲ西日本中国メンテック 福岡支店

　　　　代表者：蒲地　哲郎

　●　ＮＸ福岡警備㈱

　　旧　日通福岡警備保障㈱

　　　　代表者：後藤　文雄  

　　新　ＮＸ福岡警備㈱

　　　　代表者：有田　正己

所在地、電話番号、FAX 番号の変更

　●　㈱ナイン警備

　　旧　〒 816-0943

　　　　大野城市白木原 5-6-12

　　　　フェニックス福岡南 2F-C

　　　　ＴＥＬ：092-558-4711

　　　　ＦＡＸ：092-558-4713  

　　新　〒 816-0874

　　　　春日市大和町 2-13-3

　　　　ＴＥＬ：092-710-0305

　　　　ＦＡＸ：092-710-0306

電話番号、FAX 番号の変更

　●　㈱三井化学オペレーションサービス　

　　　大牟田事業所

　　旧　ＴＥＬ：0944-51-8132

　　　　ＦＡＸ：0944-51-8134  

　　新　ＴＥＬ：0944-52-2733

　　　　ＦＡＸ：0944-51-8122

社名の変更

　●　玄海興業㈱

　　旧　玄海興業㈲  

　　新　玄海興業㈱

2022.2  NO.95
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一般社団法人　福岡県警備業協会

暴力団等反社会的勢力排除宣言

　私たち警備業は、人の生命、身体、財産を守る安全産業としての自覚と誇りを
持ち、適正な業務の提供に努めるとともに警備業に対する社会的信頼を高めるた
め、外部専門機関と連携して、組織的に次の事項を実践し、暴力団、暴力団関係企業、
総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他
の反社会的勢力を排除します。

１　私たちは、暴力団等反社会的勢力とは、一切の関係を遮断します。
１　私たちは、暴力団等反社会的勢力とは、商品及びサービスの提供その他一切
の取引を行いません。

１　私たちは、暴力団等反社会的勢力による不当要求は、断固拒否します。

発 行 人
企画編集担当

（一社）福岡県警備業協会会長　折田康徳
（一社）福岡県警備業協会　広報委員会
　福岡市博多区博多駅東２－４－31
　　ＴＥＬ （092） ４７１－０３００
　　ＦＡＸ （092） ４７１－１９０４
　  http://www2.ocn.ne.jp/̃f-keikyo/

SECURITY FUKUOKA
2022.2   NO.95

事 務 局 だ よ り
【メール開封のお願い】
＝メールを開いてください＝

　１月中にメールを 10通送付しています。メールを開いていただき、
必要によりプリントアウトしてください。宜しくお願いいたします。

　　　　　広報委員会のせっかく取材に行ったっちゃけん!! ～ご当地グルメいただきまーす～

「FunkyTigerAjito」さん

の焼きカレー♪ 

「博多炊き餃子 池ぽん」

さんのランチ限定牛丼♪ 
「海輪亭」さんの極上おまかせ海鮮丼3D !! 

SECURITYFUKUOKAは、当協会ホームページにて閲覧可能です
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